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自
治
体
訴
訟
手
続

（
１
）
指
定
代
理
人
の
意
義
と
選
任
の
メ
リ
ッ
ト

国
を
当
事
者
と
す
る
訴
訟（

（
（

に
つ
い
て
は
、
法
務
大

臣
が
国
を
代
表
し
ま
す
（
権
限
法
第
１
条
）。

【
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務

大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
】

第
１
条　

国
を
当
事
者
又
は
参
加
人
と
す
る
訴
訟

に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
が
、
国
を
代
表
す
る
。

他
方
、
地
方
公
共
団
体
を
当
事
者
と
す
る
訴
訟
に

つ
い
て
は
、
国
の
よ
う
な
特
別
の
法
律
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
原
則
と
し
て
、
長
が
当
該
地
方
公
共
団
体
を

代
表
し
ま
す
（
自
治
法
第
１
４
７
条
）。

【
地
方
自
治
法
】

第
１
４
７
条　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
当

該
普
通
地
方
公
共
団
体
を
統
轄
し
、
こ
れ
を
代

表
す
る
。

た
だ
し
、管
理
者
を
置
く
地
方
公
営
企
業
（
水
道
、

病
院
な
ど
）
の
業
務
の
遂
行
に
関
係
す
る
訴
訟
に
つ

い
て
は
、
企
業
管
理
者
が
当
該
地
方
公
共
団
体
を
代

表
し
ま
す
（
地
公
営
法
第
８
条
第
１
項
）。

【
地
方
公
営
企
業
法
】

（
管
理
者
の
地
位
及
び
権
限
）

第
８
条　

管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く

ほ
か
、
地
方
公
営
企
業
の
業
務
を
執
行
し
、
当

該
業
務
の
執
行
に
関
し
当
該
地
方
公
共
団
体
を

代
表
す
る
。
た
だ
し
、
法
令
に
特
別
の
定
め
が

あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
１
）
予
算
を
調
製
す
る
こ
と
。

（
２
）
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
る

べ
き
事
件
に
つ
き
そ
の
議
案
を
提
出
す
る
こ

と
。

〜公共政策立案に必要な法的知識の修得を目指して〜

第54回

自治体職員のための政策法務入門

鹿児島大学教授
宇那木正寛

連
載

今
回
の
ポ
イ
ン
ト

自
治
体
で
は
、
事
務
執
行
に
伴
い
生
ず
る
様
々
な

訴
訟
や
審
査
請
求
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
回
か
ら
数
回
に
わ
た
り
、
こ
う
し
た

対
応
に
必
要
と
な
る
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

1

自治体争訟における
対応ポイント①
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（
３
）
決
算
を
監
査
委
員
の
審
査
及
び
議
会
の

認
定
に
付
す
る
こ
と
。

（
４
）
地
方
自
治
法
第
（4
条
第
３
項
並
び
に
第

２
２
８
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に
規
定
す
る

過
料
を
科
す
る
こ
と
。

２　

第
７
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
を

置
か
な
い
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
管
理

者
の
権
限
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
が
行

う
。

現
実
の
訴
訟
の
場
面
で
は
、
地
方
公
共
団
体
の
代

表
者
自
ら
が
法
廷
に
出
廷
し
た
り
、
答
弁
書
や
準
備

書
面
を
作
成
す
る
な
ど
の
訴
訟
活
動
や
期
日
準
備
を

を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
こ
の
た
め
、
通
常
の

訴
訟
遂
行
に
お
い
て
は
、
弁
護
士
を
選
任
す
る
、
あ

る
い
は
、
職
員
に
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
代
理
を
さ
せ

ま
す
（
自
治
法
第
１
５
３
条
第
１
項
、
地
方
公
営
企

業
法
第
（3
条
第
２
項
）。

【
地
方
自
治
法
】

第
１
５
３
条　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
そ

の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
そ
の
補
助
機

関
で
あ
る
職
員
に
委
任
し
、
又
は
こ
れ
に
臨
時

に
代
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

略

【
地
方
公
営
企
業
法
】

（
代
理
及
び
委
任
）

第
（3
条　

管
理
者
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
管

理
者
が
欠
け
た
と
き
は
、
管
理
者
が
当
該
地
方

公
共
団
体
の
長
の
同
意
を
得
て
あ
ら
か
じ
め
指

定
す
る
上
席
の
職
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
。

２　

管
理
者
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一

部
を
第
（5
条
の
職
員
に
委
任
し
、
又
は
こ
れ
に

そ
の
職
務
の
一
部
を
臨
時
に
代
理
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

こ
う
し
て
代
理
権
を
付
与
さ
れ
た
職
員
は
指
定
代

理
人
と
称
さ
れ
ま
す
。
指
定
代
理
人
と
な
っ
た
職
員

は
、
単
独
、
あ
る
い
は
、
訴
訟
代
理
人
で
あ
る
弁
護

士
と
と
も
に
、
長
に
代
わ
っ
て
訴
訟
を
遂
行
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

指
定
代
理
人
の
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
の
制
限
は
特

に
あ
り
ま
せ
ん
。
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
と
同
様

の
訴
訟
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

弁
護
士
が
訴
訟
代
理
人
と
し
て
選
任
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
指
定
代
理
人
は
そ
も
そ
も
必
要
な
い
の

で
は
な
い
か
と
の
考
え
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
指

定
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
に
は
、
次
の
①
か
ら
⑤

ま
で
の
よ
う
に
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、

①
原
課
の
職
員
を
指
定
代
理
人
と
す
る
こ
と
に
よ

り
、
当
該
訴
訟
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
制
度
自

体
や
事
務
執
行
に
つ
い
て
再
考
す
る
契
機
と
な

る
（
政
策
・
事
務
執
行
の
見
直
し
機
能
）。

②
担
当
者
を
明
確
に
で
き
、
原
課
に
当
該
紛
争
に
対

す
る
当
事
者
意
識
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
弁
論
準
備
手
続
な
ど
の
場
に
お
い
て
、
地
方
公

共
団
体
の
主
張
や
考
え
方
を
指
定
代
理
人
が
直

接
陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
公
営
住
宅
の
明
渡
訴
訟
な
ど
簡
易
な
訴
訟
に
つ

い
て
は
、
弁
護
士
に
よ
ら
ず
、
訴
訟
遂
行
が
可

能
で
あ
る
（
弁
護
士
費
用
の
節
減
機
能
）。

⑤
訴
訟
に
対
応
し
た
紛
争
対
応
の
事
務
処
理
能
力

が
身
に
つ
く
（
紛
争
対
応
能
力
修
得
機
能
）。

筆
者
は
、
岡
山
市
に
お
い
て
通
算
20
年
に
わ
た
り

訟
務
を
担
当
し
て
き
ま
し
た
が
、
特
に
①
及
び
⑤
の

メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
強
く
感
じ
た
と
こ
ろ
で
す
。

自
治
体
職
員
に
と
っ
て
訴
訟
事
務
は
、
難
し
い
と
か

面
倒
で
あ
る
と
い
っ
た
思
い
が
先
に
立
ち
ま
す
。
し

か
し
、
組
織
に
お
け
る
適
正
な
事
務
執
行
の
確
保
の

観
点
か
ら
す
る
と
、
訟
務
ほ
ど
組
織
の
紛
争
対
応
能

力
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

管
理
職
の
立
場
に
あ
る
職
員
は
、
訴
訟
が
提
起
さ
れ

た
場
合
、
弁
護
士
に
事
件
を
委
任
す
る
場
合
で
あ
っ

て
も
積
極
的
に
若
手
職
員
を
指
定
代
理
人
と
し
て
訴

訟
事
務
を
担
当
さ
せ
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。

な
お
、指
定
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
に
対
し
て
、

指
定
代
理
人
と
の
協
議
な
ど
の
時
間
が
必
要
と
な
る

な
ど
、
事
務
量
が
増
え
る
こ
と
か
ら
、
指
定
代
理
人
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長
の
指
定
代
理
人
と
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ

の
た
め
、
例
え
ば
、
教
育
委
員
会
の
事
務
局
の
違
法

な
公
権
力
の
行
使
を
原
因
と
し
て
国
家
賠
償
法
第
１

条
に
基
づ
く
訴
訟
が
当
該
地
方
公
共
団
体
を
被
告
と

し
て
提
起
さ
れ
た
場
合
、
長
の
部
局
の
職
員
し
か
指

定
代
理
人
と
し
得
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
所
管
の
部
署
で
あ
る
教
育
委

員
会
の
事
務
局
の
職
員
を
長
の
指
定
代
理
人
に
す
る

に
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
一

つ
に
は
、
教
育
委
員
会
事
務
局
の
職
員
を
市
長
部
局

の
職
員
（
長
の
補
助
機
関
）
と
し
て
併
任
し
た
上
で
、

地
方
自
治
法
第
１
５
３
条
第
１
項
に
基
づ
き
指
定
代

理
人
と
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

【
地
方
自
治
法
】

第
１
７
２
条　

前
（（
条
に
定
め
る
者
を
除
く
ほ

か
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
職
員
を
置
く
。

2　

前
項
の
職
員
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長

が
こ
れ
を
任
免
す
る
。

３
・
４　

略

ま
た
、
地
方
自
治
法
第
１
８
０
条
の
２
の
規
定
に

基
づ
き
長
が
教
育
委
員
会
と
協
議
し
て
事
務
局
の
職

員
に
委
任
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

【
地
方
自
治
法
】

第
１
８
０
条
の
２　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長

は
必
要
な
い
と
考
え
る
弁
護
士
が
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
地
方
公
共
団
体
が
、
指
定
代
理
人

を
選
任
す
る
意
義（
前
述
の
①
か
ら
⑤
ま
で
）を
し
っ

か
り
説
明
し
、
指
定
代
理
人
に
必
要
な
知
識
を
供
与

す
る
な
ど
教
育
的
観
点
か
ら
の
努
力
も
厭
わ
な
い
弁

護
士
を
訴
訟
代
理
人
と
し
て
選
任
す
べ
き
で
す
。

指
定
代
理
人
の
構
成
と
し
て
、原
課
職
員
２
名（
主

任
又
は
主
事
ク
ラ
ス
）
又
は
原
課
職
員
に
加
え
、
法

務
担
当
部
署
の
職
員
１
名
と
い
う
の
が
一
般
的
な
構

成
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
お
、
訴
訟
に
慣
れ
て

い
る
原
課
の
職
員
で
あ
れ
ば
法
務
担
当
職
員
を
指
定

代
理
人
と
す
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
法
務
担
当
職
員
も
加
わ
っ
た
方

が
原
課
の
指
定
代
理
人
も
安
心
し
て
訴
訟
事
務
に
従

事
で
き
る
で
し
ょ
う
。

な
お
、
一
般
の
職
員
だ
け
で
は
な
く
、
会
計
年
度

任
用
職
員
で
あ
っ
て
も
指
定
代
理
人
と
す
る
こ
と
は

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
訴
訟
が
長
期
に
及
ぶ
場
合
に

は
、
訴
訟
の
途
中
で
任
期
が
満
了
と
な
ら
な
い
か
ど

う
か
に
つ
い
て
の
検
討
も
必
要
で
す
。

【
地
方
公
務
員
法
】

（
こ
の
法
律
の
適
用
を
受
け
る
地
方
公
務
員
）

第
４
条　

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
一
般
職
に
属
す

る
す
べ
て
の
地
方
公
務
員
（
以
下
「
職
員
」
と

い
う
。）
に
適
用
す
る
。

２　

略

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
採
用
の
方
法
等
）

第
22
条
の
２　

次
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。）

の
採
用
は
、
第
（7
条
の
２
第
１
項
及
び
第
２
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
競
争
試
験
又
は
選
考

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）
一
会
計
年
度
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
置

か
れ
る
非
常
勤
の
職
（
第
22
条
の
４
第
１
項

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
除
く
。）

（
次
号
に
お
い
て
「
会
計
年
度
任
用
の
職
」

と
い
う
。）
を
占
め
る
職
員
で
あ
つ
て
、
そ

の
１
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
が
常

時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員
の
１
週

間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
比
し
短
い

時
間
で
あ
る
も
の

（
２
）
会
計
年
度
任
用
の
職
を
占
め
る
職
員
で

あ
つ
て
、
そ
の
１
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤

務
時
間
が
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る

職
員
の
１
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間

と
同
一
の
時
間
で
あ
る
も
の

２
〜
７　

略

（
２
）
長
の
補
助
機
関
以
外
の
職
員
を
長
の
指
定
代

理
人
と
す
る
方
法

と
こ
ろ
で
、
長
の
補
助
機
関
で
は
な
い
教
育
委
員

会
の
事
務
局
の
職
員
な
ど
他
の
執
行
機
関
の
職
員
は

地
方
自
治
法
第
１
５
３
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
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は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
、
当

該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
委
員
会
又
は
委
員
と

協
議
し
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
委
員
会
、

委
員
会
の
委
員
長（
教
育
委
員
会
に
あ
つ
て
は
、

教
育
長
）、
委
員
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
執
行
機

関
の
事
務
を
補
助
す
る
職
員
若
し
く
は
こ
れ
ら

の
執
行
機
関
の
管
理
に
属
す
る
機
関
の
職
員
に

委
任
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
執
行
機
関
の
事
務
を

補
助
す
る
職
員
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
執
行
機
関

の
管
理
に
属
す
る
機
関
の
職
員
を
し
て
補
助
執

行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
政
令
で

定
め
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
委
員
会
又
は
委

員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
ず
れ
の
手
法
を
用
い
て
も
、
効
果
に
違
い
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
併
任
に
よ
る
手
法
の
方
が
手
続
上
の

事
務
量
は
少
な
い
と
い
え
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
平
成
（6
年
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の
改

正
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
改
正
に
伴
い
、
処
分
の
取

消
訴
訟
に
あ
っ
て
は
、
当
該
処
分
を
し
た
行
政
庁
が

所
属
す
る
当
該
地
方
公
共
団
体
が
被
告
適
格
を
有
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

【
行
政
事
件
訴
訟
法
】

（
被
告
適
格
等
）

第
（（
条　

処
分
又
は
裁
決
を
し
た
行
政
庁
（
処
分

又
は
裁
決
が
あ
つ
た
後
に
当
該
行
政
庁
の
権
限

が
他
の
行
政
庁
に
承
継
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該

他
の
行
政
庁
。
以
下
同
じ
。）
が
国
又
は
公
共

団
体
に
所
属
す
る
場
合
に
は
、
取
消
訴
訟
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
訴
え
の
区
分
に
応
じ
て
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
被
告
と
し
て

提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
処
分
の
取
消
し
の
訴
え　

当
該
処
分
を

し
た
行
政
庁
の
所
属
す
る
国
又
は
公
共
団
体

（
２
）
裁
決
の
取
消
し
の
訴
え　

当
該
裁
決
を

し
た
行
政
庁
の
所
属
す
る
国
又
は
公
共
団
体

例
え
ば
、
地
方
公
共
団
体
の
情
報
公
開
条
例
に
基

づ
き
教
育
委
員
会
が
非
開
示
決
定
を
し
た
場
合
の
よ

う
に
、
教
育
委
員
会
が
そ
の
権
限
に
よ
り
し
た
処
分

で
あ
れ
ば
、
従
前
は
教
育
委
員
会
と
い
う
行
政
庁
が

被
告
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
、
行
政
主

体
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
が
被
告
に
な
り
ま
す
。
こ

の
場
合
、
教
育
委
員
会
又
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る

事
務
の
委
任
を
受
け
た
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て

は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
を
代
表
す
る
の
は
長
で
は

な
く
、
教
育
委
員
会
と
な
り
ま
す
。

【
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
】

（
抗
告
訴
訟
等
の
取
扱
い
）

第
56
条　

教
育
委
員
会
は
、
教
育
委
員
会
若
し
く

は
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
を
受
け
た

行
政
庁
の
処
分
（
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
37

年
法
律
第
１
３
９
号
）
第
３
条
第
２
項
に
規
定

す
る
処
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）
若
し
く
は
裁
決
（
同
条
第
３
項
に
規
定

す
る
裁
決
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）
又
は
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学

校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
員
の
処
分
若
し
く

は
裁
決
に
係
る
同
法
第
（（
条
第
１
項
（
同
法
第

38
条
第
１
項
（
同
法
第
43
条
第
２
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
又
は
同
法
第
43
条

第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
を
被
告
と
す
る

訴
訟
に
つ
い
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
を
代
表

す
る
。

こ
の
タ
イ
プ
の
訴
訟
に
お
い
て
教
育
委
員
会
の
事

務
局
の
職
員
を
教
育
委
員
会
の
指
定
代
理
人
に
す
る

に
は
、
少
し
複
雑
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、

教
育
委
員
会
が
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
権
限
を
教
育
長
に
委
任
し
（
地
教
行

法
第
25
条
第
１
項
）、
そ
の
委
任
を
受
け
た
教
育
長

が
事
務
局
の
職
員
に
委
任
す
る
と
い
っ
た
二
段
階
の

手
続
が
必
要
に
な
り
ま
す
（
同
条
第
４
項
）。

【
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
】

（
事
務
の
委
任
等
）

第
25
条　

教
育
委
員
会
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
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（
委
任
事
務
の
報
告
）

第
３
条　

教
育
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
任

さ
れ
た
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
を
教
育

委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

前
項
の
報
告
は
、
次
回
の
教
育
委
員
会
定
例

会
若
し
く
は
臨
時
会
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

右
の
手
続
に
よ
り
、
教
育
委
員
会
事
務
局
の
職
員

を
教
育
委
員
会
の
指
定
代
理
人
と
し
た
場
合
に
お
い

て
、
さ
ら
に
市
長
部
局
の
法
務
担
当
職
員
を
教
育
委

員
会
の
指
定
代
理
人
と
す
る
に
は
次
の
よ
う
な
手
続

が
必
要
で
す
。

す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
市
長
部
局
の
法
務
担
当
職
員

を
教
育
委
員
会
の
事
務
局
の
職
員
と
し
て
併
任
さ
せ

ま
す
。
そ
の
上
で
、
教
育
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
教
育
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
を
再
委
任

し
ま
す
。
な
お
、
こ
の
方
法
以
外
も
地
方
自
治
法
第

１
８
０
条
の
７
の
規
定
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
長

と
協
議
し
て
市
長
部
局
の
法
務
担
当
職
員
を
指
定
代

理
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
地
方
自
治
法
】

第
１
８
０
条
の
７　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
委
員

会
又
は
委
員
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の

一
部
を
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
と
協

議
し
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
補
助
機

事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
委
任
し
、
又
は
教
育

長
を
し
て
臨
時
に
代
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る

事
務
は
、
教
育
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

（
１
）
教
育
に
関
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行

の
基
本
的
な
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

（
２
）
教
育
委
員
会
規
則
そ
の
他
教
育
委
員
会

の
定
め
る
規
程
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す
る

こ
と
。

（
３
）
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ

の
他
の
教
育
機
関
の
設
置
及
び
廃
止
に
関
す

る
こ
と
。

（
４
）
教
育
委
員
会
及
び
教
育
委
員
会
の
所
管

に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
員

の
任
免
そ
の
他
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

（
５
）
次
条
の
規
定
に
よ
る
点
検
及
び
評
価
に

関
す
る
こ
と
。

（
６
）
第
27
条
及
び
第
29
条
に
規
定
す
る
意
見

の
申
出
に
関
す
る
こ
と
。

３　

教
育
長
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ

れ
た
事
務
又
は
臨
時
に
代
理
し
た
事
務
の
管
理

及
び
執
行
の
状
況
を
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

教
育
長
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ

れ
た
事
務
そ
の
他
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の

一
部
を
事
務
局
の
職
員
若
し
く
は
教
育
委
員
会

の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の

職
員
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
１
項
に
お
い

て
「
事
務
局
職
員
等
」
と
い
う
。）
に
委
任
し
、

又
は
事
務
局
職
員
等
を
し
て
臨
時
に
代
理
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す

る
法
律
第
25
条
第
１
項
に
定
め
る
教
育
委
員
会
規
則

と
し
て
次
の
よ
う
な
例
が
あ
り
ま
す
。

【
岡
山
市
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委

任
に
関
す
る
規
則
】

（
趣
旨
）

第
１
条　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
3（
年
法
律
第
１
６
２
号
）
第

25
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
岡
山
市
教
育

委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。）

の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
委
任
）

第
２
条　

教
育
委
員
会
は
、
岡
山
市
教
育
委
員
会

事
務
処
理
権
限
規
則
（
平
成
23
年
市
教
育
委
員

会
規
則
第
（（
号
）
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
そ

の
権
限
に
属
す
る
教
育
事
務
を
教
育
長
に
委
任

す
る
。
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関
で
あ
る
職
員
若
し
く
は
そ
の
管
理
に
属
す
る

支
庁
若
し
く
は
地
方
事
務
所
、
支
所
若
し
く
は

出
張
所
、
第
２
０
２
条
の
４
第
２
項
に
規
定
す

る
地
域
自
治
区
の
事
務
所
、
第
２
５
２
条
の
（9

第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
の
区
若
し
く
は

総
合
区
の
事
務
所
若
し
く
は
そ
の
出
張
所
、
保

健
所
そ
の
他
の
行
政
機
関
の
長
に
委
任
し
、
若

し
く
は
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
補
助
機
関

で
あ
る
職
員
若
し
く
は
そ
の
管
理
に
属
す
る
行

政
機
関
に
属
す
る
職
員
を
し
て
補
助
執
行
さ

せ
、
又
は
専
門
委
員
に
委
託
し
て
必
要
な
事
項

を
調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
政

令
で
定
め
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

は
な
い
。

な
お
、
人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
の
処
分
に

つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
が
（
地

公
法
第
８
条
の
２
）、
農
業
委
員
会
の
処
分
に
つ
い

て
は
農
業
委
員
会
が
（
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法

律
第
40
条
）、
議
会
又
は
議
長
の
処
分
に
つ
い
て
は

議
長
が
（
自
治
法
第
１
０
５
条
の
２
）、
選
挙
管
理

委
員
会
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
が

（
自
治
法
第
１
９
２
条
）、
代
表
監
査
委
員
又
は
監
査

委
員
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
代
表
監
査
委
員
が
（
自

治
法
第
１
９
９
条
の
３
第
３
項
）、
そ
れ
ぞ
れ
地
方

公
共
団
体
を
被
告
と
す
る
抗
告
訴
訟
に
お
い
て
当
該

地
方
公
共
団
体
を
代
表
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
地
方
公
務
員
法
】

（
抗
告
訴
訟
の
取
扱
い
）

第
８
条
の
２　

人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会

は
、
人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
の
行
政
事

件
訴
訟
法
（
昭
和
37
年
法
律
第
１
３
９
号
）
第

３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
処
分
又
は
同
条
第
３

項
に
規
定
す
る
裁
決
に
係
る
同
法
第
（（
条
第
１

項
（
同
法
第
38
条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団

体
を
被
告
と
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
、
当
該
地
方

公
共
団
体
を
代
表
す
る
。

【
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
】

（
抗
告
訴
訟
の
取
扱
い
）

第
40
条　

農
業
委
員
会
は
、
そ
の
処
分
（
行
政
事

件
訴
訟
法
（
昭
和
37
年
法
律
第
１
３
９
号
）
第

３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
処
分
を
い
う
。）
又

は
裁
決
（
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
裁
決
を
い

う
。）
に
係
る
同
法
第
（（
条
第
１
項
（
同
法
第

38
条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
を
被
告
と
す
る

訴
訟
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
を
代
表
す
る
。

【
地
方
自
治
法
】

第
１
０
５
条
の
２　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会

又
は
議
長
（
第
１
３
８
条
の
２
第
１
項
及
び
第

２
項
に
お
い
て
「
議
会
等
」
と
い
う
。）
の
処

分
又
は
裁
決
に
係
る
普
通
地
方
公
共
団
体
を
被

告
と
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
議
長
が
当
該
普

通
地
方
公
共
団
体
を
代
表
す
る
。

【
地
方
自
治
法
】

第
１
９
２
条　

選
挙
管
理
委
員
会
の
処
分
又
は
裁

決
に
係
る
普
通
地
方
公
共
団
体
を
被
告
と
す
る

訴
訟
に
つ
い
て
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
が
当
該

普
通
地
方
公
共
団
体
を
代
表
す
る
。

【
地
方
自
治
法
】

第
１
９
９
条
の
３　

監
査
委
員
は
、
識
見
を
有
す

る
者
の
う
ち
か
ら
選
任
さ
れ
る
監
査
委
員
の
１

人
（
監
査
委
員
の
定
数
が
２
人
の
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
う
ち
１
人
が
議
員
の
う
ち
か
ら
選
任

さ
れ
る
監
査
委
員
で
あ
る
と
き
は
、
識
見
を
有

す
る
者
の
う
ち
か
ら
選
任
さ
れ
る
監
査
委
員
）

を
代
表
監
査
委
員
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

代
表
監
査
委
員
は
、
監
査
委
員
に
関
す
る
庶

務
及
び
次
項
又
は
第
２
４
２
条
の
３
第
５
項
に

規
定
す
る
訴
訟
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

３　

代
表
監
査
委
員
又
は
監
査
委
員
の
処
分
又
は

裁
決
に
係
る
普
通
地
方
公
共
団
体
を
被
告
と
す

る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
代
表
監
査
委
員
が
当
該

普
通
地
方
公
共
団
体
を
代
表
す
る
。

４　

代
表
監
査
委
員
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は

代
表
監
査
委
員
が
欠
け
た
と
き
は
、
監
査
委
員
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の
定
数
が
３
人
以
上
の
場
合
に
は
代
表
監
査
委

員
の
指
定
す
る
監
査
委
員
が
、
２
人
の
場
合
に

は
他
の
監
査
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
及

び
代
表
監
査
委
員
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
、
地
方

自
治
法
第
１
５
３
条
第
１
項
の
臨
時
代
理
の
規
定
が
準

用
さ
れ
ま
す
（
自
治
法
第
１
９
３
条
、
第
２
０
１
条
）。

【
地
方
自
治
法
】

第
１
９
３
条　

第
１
４
１
条
第
１
項
及
び
第
１
６
６

条
第
１
項
の
規
定
は
選
挙
管
理
委
員
に
つ
い

て
、
第
１
５
３
条
第
１
項
、
第
１
５
４
条
及
び

第
１
５
９
条
の
規
定
は
選
挙
管
理
委
員
会
の
委

員
長
に
つ
い
て
、
第
１
７
２
条
第
２
項
及
び
第

４
項
の
規
定
は
選
挙
管
理
委
員
会
の
書
記
長
、

書
記
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準

用
す
る
。

【
地
方
自
治
法
】

第
２
０
１
条　

第
１
４
１
条
第
１
項
、
第
１
５
４

条
、
第
１
５
９
条
、
第
１
６
４
条
及
び
第
１
６
６

条
第
１
項
の
規
定
は
監
査
委
員
に
、
第
１
５
３

条
第
１
項
の
規
定
は
代
表
監
査
委
員
に
、
第

１
７
２
条
第
４
項
の
規
定
は
監
査
委
員
の
事
務

局
長
、書
記
そ
の
他
の
職
員
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

注（
１
）
国
で
は
、
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
争
訟
に
つ
い

て
、
国
の
立
場
か
ら
裁
判
所
に
対
し
て
申
立
て
や
主

張
・
立
証
な
ど
の
活
動
を
行
う
こ
と
を
「
訟
務
」
と

定
義
す
る
（
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
）。


